
告 示

�愛媛県告示第１１７号
次の病院は、救急病院等を定める省令（昭和３９年厚生省令第８号）

第１条第１項の規定による救急病院である。

平成２９年２月１０日

愛媛県知事 中 村 時 広

�������
�愛媛県告示第１１８号
次の病院は、救急病院等を定める省令（昭和３９年厚生省令第８号）

第１条第１項の規定による救急病院である。

平成２９年２月１０日

愛媛県知事 中 村 時 広

�������
�愛媛県告示第１１９号
次の病院は、救急病院等を定める省令（昭和３９年厚生省令第８号）

第１条第１項の規定による救急病院である。

平成２９年２月１０日

愛媛県知事 中 村 時 広

�������
�愛媛県告示第１２０号
次の保安林の指定施業要件を変更する予定であるから、森林法

（昭和２６年法律第２４９号）第３３条の３において準用する同法第３０条

の２第１項の規定により告示する。

平成２９年２月１０日

愛媛県知事 中 村 時 広

１� 指定施業要件の変更予定に係る保安林の所在場所

宇和島市津島町山財９５、２００、１７１７、１７１８、１７２５、１７２６、１７５

５から１７５８まで、１８３５、１９３５、１９８０、２１６９、２２９５、２４４８、２７０９、

３１０８、３１４８、３１４９、３１６６、４５６８から４５７０まで、４５７２から４５７５ま

で、４５７７、４５７８、４５８５、４５８６、４５８８、４５９０から４５９５まで、４６００

から４６０２まで、４６０８、４６１０、４６１２から４６１６まで、４６１８、４６１９、

４６２１

� 保安林として指定された目的
かん

水源の涵養

� 変更後の指定施業要件

ア 立木の伐採の方法

変更しない。

イ 立木の伐採の限度並びに植栽の方法、期間及び樹種

次のとおりとする。

２� 指定施業要件の変更予定に係る保安林の所在場所

宇和島市津島町岩松甲１２３３の１・甲１２３８の５から甲１２３８の７

まで・甲１２４３の４（以上５筆について次の図に示す部分に限

る。）、甲１２３８の２、甲１２３８の３、津島町高田乙３４１の３、乙

３４２の１、乙３４５の２、乙３５４、乙３５８の３、乙３６１から乙３６３まで、

乙３６４の２、乙３７３、乙３８１の２、乙３８３の２、乙３８９の１

� 保安林として指定された目的

土砂の流出の防備
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� 目 次 �
告 示

○ 救急病院の協力申出（３件）…………………………………………………………………………………………………………………………（医療対策課）……６１

○ 保安林の指定施業要件の変更予定……………………………………………………………………………………………………………………（森林整備課）……６１

○ 都市計画の変更に係る図書の写しの縦覧……………………………………………………………………………………………………………（都市計画課）……６２

○ 指定道路の指定…………………………………………………………………………………………………………………（東予地方局四国中央土木事務所）……６２

○ 道路の区域変更（県道石畳中山線）………………………………………………………………………………………………（南予地方局大洲土木事務所）……６２

○ 道路の供用開始（ 〃 ）………………………………………………………………………………………………（ 〃 ）……６２

○ 指定医師の所在地の変更…………………………………………………………………………………………………………………（福祉総合支援センター）……６２

○ 指定医師の辞退の届出……………………………………………………………………………………………………………………（ 〃 ）……６２

選挙管理委員会告示

○ 直接請求の要件となるべき選挙権を有する者の数……………………………………………………………………………………………（選挙管理委員会）……６３

○ 不在者投票のできる施設の指定の一部改正……………………………………………………………………………………………………（ 〃 ）……６３

名 称 所 在 地 開 設 者 名 認 定 の
有効期限

今治市医師会市
民病院

今治市別宮町七丁目１番
４０号

一般社団法人
今治市医師会

平成３２年
１月２４日
まで

名 称 所 在 地 開 設 者 名 認 定 の
有効期限

社会福祉法人恩
賜財団済生会西
条病院

西条市朔日市字榎ケ坪２６
９番地１

社会福祉法人恩
賜財団済生会支
部愛媛県済生会

平成３２年
１月３１日
まで

西条中央病院 西条市朔日市８０４番地 社会医療法人
同 心 会

平成３２年
１月３１日
まで

横山病院 西条市小松町新屋敷甲２８
６番地

医療法人
倬 清 会

平成３２年
１月３１日
まで

名 称 所 在 地 開 設 者 名 認 定 の
有効期限

市立八幡浜総合
病院

八幡浜市大平１番耕地６３
８番地 八 幡 浜 市

平成３２年
１月３１日
まで

毎週（火・金）曜日発行 第２８４７号 平成２９年２月１０日
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� 変更後の指定施業要件

ア 立木の伐採の方法

変更しない。

イ 立木の伐採の限度並びに植栽の方法、期間及び樹種

次のとおりとする。

（「次の図」及び「次のとおり」は、省略し、その図面及び関係

書類を愛媛県庁及び宇和島市役所に備え置いて縦覧に供する。）

�������
�愛媛県告示第１２１号
都市計画法（昭和４３年法律第１００号）第２１条第２項において準用

する同法第２０条第２項の規定に基づき、松山広域都市計画道路の変

更に係る都市計画の図書の写しを愛媛県庁において公衆の縦覧に供

する。

平成２９年２月１０日

愛媛県知事 中 村 時 広

�愛媛県告示第１２２号
建築基準法（昭和２５年法律第２０１号）第４２条第１項第５号の規定

により、次のとおり指定道路を指定した。

平成２９年２月１０日

愛媛県東予地方局長 菅 豊 正

１ 指定道路の種類

建築基準法第４２条第１項第５号

２ 指定年月日

平成２９年１月３１日

３ 指定道路の位置

四国中央市中之庄町字頭王３３０番の一部及び３３１番の一部

４ 指定道路の延長及び幅員

� 延長 ３４．７０メートル

� 幅員 ５．００メートル

�愛媛県告示第１２３号
道路法（昭和２７年法律第１８０号）第１８条第１項の規定に基づき、道路の区域を次のように変更する。

その関係図面は、南予地方局大洲土木事務所において告示の日から２週間一般の縦覧に供する。

平成２９年２月１０日

愛媛県知事 中 村 時 広

�愛媛県告示第１２４号
道路法（昭和２７年法律第１８０号）第１８条第２項の規定に基づき、道路の供用を次のように開始する。

その関係図面は、南予地方局大洲土木事務所において告示の日から２週間一般の縦覧に供する。

平成２９年２月１０日

愛媛県知事 中 村 時 広

�愛媛県告示第１２５号
身体障害者福祉法（昭和２４年法律第２８３号）第１５条第１項の規定により指定した医師が、次のように所在地を変更した。

平成２９年２月１０日

愛媛県知事 中 村 時 広

�愛媛県告示第１２６号
身体障害者福祉法施行令（昭和２５年政令第７８号）第３条第２項の規定により、次のように指定医師の辞退の届出があった。

道路の種類 路 線 名 区 間 旧・新
別

敷 地 の
幅 員

メートル

延 長

キロメートル

備 考

県 道 石畳中山線 喜多郡内子町袋口２３４２番２

旧 １０．５～１１．６ ０．０３８

新 １０．９～１４．８ ０．０３８

道路の種類 路 線 名 供 用 開 始 の 区 間 供用開始の日

県 道 石畳中山線 喜多郡内子町袋口２３４２番２ 平成２９年２月１０日

医 師 氏 名
旧 所 在 地 新 所 在 地

変 更
年月日病院又は診療所の名称 同 左 所 在 地 病院又は診療所の名称 同 左 所 在 地

亀 岡 博 医療法人弘友会加戸病院 大洲市若宮５４８ 医療法人良知会かめおか内科 大洲市東大洲９８７－１ 平成２９年
１月１日

愛 媛 県 報平成２９年２月１０日 第２８４７号
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選挙管理委員会告示
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�愛媛県選挙管理委員会告示第７号
地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第２編第５章及び地方教育行

政の組織及び運営に関する法律（昭和３１年法律第１６２号）第８条第

１項の規定による直接請求の要件となるべき選挙権を有する者の数

は、次のとおりである。

平成２９年２月１０日

愛媛県選挙管理委員会

委員長 大 塚 岩 男

１ 直接請求（県議会議員の解職請求を除く。）の要件となるべき

選挙権を有する者の数

� 選挙権を有する者の総数 １，１８６，３４０

� 選挙権を有する者の総数の５０分の１の数 ２３，７２７

� ８０万を超える数に８分の１を乗じて得た数と４０万に６分の１

を乗じて得た数と４０万に３分の１を乗じて得た数とを合算して

得た数 ２４８，２９３

２ 県議会議員の解職請求の要件となるべき選挙権を有する者の数

平成２９年２月１０日

愛媛県知事 中 村 時 広

�愛媛県選挙管理委員会告示第８号
不在者投票のできる施設の指定（平成２２年２月愛媛県選挙管理委員会告示第９号）の一部を次のように改正する。

平成２９年２月１０日

愛媛県選挙管理委員会委員長 大 塚 岩 男

次の表の改正前の欄に掲げる規定を同表の改正後の欄に掲げる規定に下線で示すように改正する。

診断した身体障害の種類 診療科名 病 院 又 は
診療 所 の 名 称 医 師 氏 名 同 左 所 在 地 届出年月日

肢 体 不 自 由 神 経 内 科 国立大学法人愛媛大
学医学部附属病院 矢 部 勇 人 東温市志津川 平成

２９年１月６日

南 宇 和 郡 １９，９２１ ６，６４１

松山市・上浮穴郡 ４３９，３６９ １３９，８９５

今 治 市 ・ 越 智 郡 １４３，８１９ ４７，９４０

宇和島市・北宇和郡 ８０，９９７ ２６，９９９

八幡浜市・西宇和郡 ３９，６８６ １３，２２９

新 居 浜 市 １０１，６２６ ３３，８７６

西 条 市 ９３，２８８ ３１，０９６

大 洲 市 ・ 喜 多 郡 ５３，０２２ １７，６７４

伊 予 市 ３２，０２０ １０，６７４

四 国 中 央 市 ７５，６０２ ２５，２０１

西 予 市 ３４，５０３ １１，５０１

東 温 市 ２８，３１６ ９，４３９

選 挙 区 別 選挙権を有する者の総
数

同左の３分の１の数
（松山市・上浮穴郡選
挙区にあっては、同左
の４０万を超える数に６
分の１を乗じて得た数
と４０万に３分の１を乗
じて得た数とを合算し
て得た数）

伊 予 郡 ４４，１７１ １４，７２４

改 正 後 改 正 前

１ 病院 １ 病院

名 称 所 在 地 指定年月日 名 称 所 在 地 指定年月日

省略 省略

永井病院 伊予市灘町６６ 昭和５０年３月

１７日

省略 省略

２～５省略 ２～５省略

平成２９年２月１０日 発行

愛 媛 県 報平成２９年２月１０日 第２８４７号
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